
太田市救急病院運営費補助金交付要綱 

 

（趣旨）         

第１条 この要綱は、市内に所在する救急病院（救急病院等を定める省令（昭和３９年厚

生省令第８号）第１条の規定により群馬県知事が認定したものをいう。以下同じ。）が行

う地域住民の救急医療の確保を図るため、予算の範囲内において太田市救急病院運営費

補助金（以下「補助金」という。）を交付することについて、太田市補助金等に関する規

則（平成１７年太田市規則第７６号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものと

する。 

（補助対象） 

第２条 補助金は、ＳＵＢＡＲＵ健康保険組合太田記念病院、医療法人島門会本島総合病

院、医療法人三省会堀江病院、医療法人財団明理会イムス太田中央総合病院、医療法人

慶仁会城山病院及び医療法人宏愛会宏愛会第一病院に交付するものとする。ただし、こ

れらの病院が救急病院でなくなった場合は、この限りでない。 

２ 補助金は、前項の病院以外の救急病院のうち、市長が認めたものに対しても交付する

ことができるものとする。 

（補助金の交付対象事業） 

第３条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、前条に規定

する病院が行う休日及び夜間における救急医療の運営事業とする。 

（補助金の額） 

第４条 第２条第１項に規定する病院に対する補助金の額は、次の表の基準額を合計した

額と対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額とする。 

基  準  額 対  象  経  費 

１ 当番日割 

２５０，０００円×診療日数 

２ 時間外入院手当 

１件当たり １０，０００円 

３ 時間外入院及び手術手当 

１件当たり ５０，０００円 

４ 時間外外来手当 

１件当たり ４，５００円 

 

休日及び夜間の救急運営事業費（常勤職員

給与費、非常勤職員給与費、法定福利費等） 



（補助金の経理） 

第５条 補助対象者は、補助対象事業に係る収入及び支出を他の経理と区分し、補助金の

使途を明確にしておかなければならない。 

２  補助対象者は、前項の収入及び支出についての証拠書類を整備し、当該補助対象事業

の完了の日の属する会計年度の翌会計年度から５年間保存しておかなければならない。 

（その他） 

第６条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

 

   附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成１７年３月２８日から施行する。 

（経過措置）  

２ この要綱の施行の日の前日までに、合併前の太田市救急医療施設運営費等補助金交付

要綱（平成１３年３月２６日太田市制定）の規定によりなされた決定、手続その他の行

為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。 

（この要綱の失効） 

３ この要綱は、令和７年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付さ

れた補助金については、第５条の規定は、なおその効力を有する。 

   附 則 

この要綱は、平成１７年６月１５日から施行し、改正後の太田市救急医療施設運営費等

補助金交付要綱の規定は、平成１７年４月１日から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、平成１７年１２月２１日から施行し、改正後の太田市救急医療施設運営費

等補助金交付要綱の規定は、平成１７年４月１日から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２０年１０月６日から施行し、改正後の第４条の規定は、平成２０年

４月１日から適用する。 

附 則 

この要綱は、平成２１年１２月４日から施行し、改正後の太田市救急病院運営費補助金

交付要綱の規定は、平成２１年４月１日から適用する。 



附 則 

この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２４年６月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２５年３月３１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２５年１２月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２８年３月３１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成３１年３月３１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和４年３月３１日から施行する。 

 

 



 


